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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
に
は
、
心
に
秘
め
た
る
明
る

い
兆
し
を
予
感
さ
せ
る
初
春
を
お
迎
え
に
な

ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
日
頃
よ
り
、

村
政
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
ご
理

解
、
ご
協
力
に
対
し
ま
し
て
心
か
ら
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

私
も
村
民
の
皆
様
の
お
力
に
支
え
ら
れ
任

期
２
期
目
の
後
半
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、

国
で
は
構
造
改
革
や
地
方
分
権
の
推
進
、
新

型
交
付
税
の
導
入
等
、
地
方
自
治
体
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
法
整
備
が
進
み
、
地
方
行

政
を
取
巻
く
状
況
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し

て
い
ま
す
。
現
在
国
内
の
社
会
情
勢
は
、
一

部
民
間
企
業
は
景
気
回
復
軌
道
と
な
っ
て
い

る
も
の
の
、
国
・
道
府
県
の
財
政
状
況
は
劣

悪
を
極
め
、
村
に
対
す
る
し
わ
寄
せ
は
大
き

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
村
と
し
て
も
や
り
た

い
仕
事
が
で
き
な
い
厳
し
い
財
政
状
況
下
に

あ
り
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
負
担

増
・
サ
ー
ビ
ス
縮
小
な
ど
様
々
な
場
面
に
お

い
て
我
慢
を
し
て
い
た
だ
き
心
苦
し
く
、
そ

の
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
私
た
ち
は
「
自
分
た

ち
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
」
と
い
う
意
識
を

も
ち
、
村
民
の
皆
様
と
行
政
が
知
恵
を
出
し

合
う
協
働
の
精
神
で
個
性
豊
か
で
活
力
の
あ

る
猿
払
村
の
将
来
展
望
を
切
り
開
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
も
、　

年
21

度
ま
で
計
画
さ
れ
て
い
る
自
立
に
向
け
て
の

「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
の
実
行
と
、　

年
度

22

以
降
に
向
け
新
た
な
「
行
財
政
ビ
ジ
ョ
ン
」

の
策
定
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
村
民
の
皆
様
が
行

政
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
一
人
ひ
と
り
が
「
今

後
、
自
分
た
ち
の
地
域
を
ど
の
よ
う
に
自
分

た
ち
で
描
く
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

地
域
（
自
治
会
）
を
少
し
で
も
発
展
さ
せ
協

調
体
制
を
と
る
こ
と
。
更
に
、
地
域
の
産
業
、

技
術
、
人
材
、
観
光
資
源
、
文
化
、
歴
史
な

ど
村
が
有
す
る
様
々
な
資
源
や
強
み
を
知
恵

と
工
夫
に
よ
り
経
済
活
動
の
中
心
と
す
る
活

動
を
推
進
す
る
こ
と
で
す
。

　

新
し
い
年
、
爽
や
か
な
気
持
ち
で
空
気
・

夢
・
希
望
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
込
み
、
自

信
を
持
ち
、
目
標
に
向
っ
て
村
民
一
人
ひ
と

り
が
こ
の
村
に
住
ん
で
よ
か
っ
た
と
実
感
で

き
る
よ
う
前
進
し
ま
し
ょ
う
。

　

最
後
に
私
の
理
念
に
変
化
は
な
く
メ
イ
ン

テ
ー
マ
と
し
て
「
村
民
協
働
で
創
る
希
望
に

満
ち
た　

世
紀
の
ま
ち
づ
く
り
」
サ
ブ
テ
ー

21

マ
と
し
て
物
心
と
も
に
豊
で
心
温
か
く
、

「
人
を
愛
し
・
村
を
愛
し
・
勤
め
を
愛
す
」

三
愛
ま
ち
づ
く
り
運
動
を
進
め
、
こ
の
三
つ

が
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
再
生

さ
れ
活
性
化
さ
れ
た
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
る

も
の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
村
民
の
皆
様
の

信
頼
と
負
託
に
応
え
る
た
め
協
働
の
精
神
で

村
の
更
な
る
行
財
政
改
革
を
実
行
し
、
伸
展

を
期
す
る
所
存
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
村
民

の
皆
様
の
大
き
な
知
恵
と
絶
大
な
る
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
た
く
伏
し
て
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
村
民
の
皆
様
の
ご
健
康

と
ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
に
当

た
っ
て
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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村
民
の
皆
様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
に
は
お
健
や
か
に
、
新

し
い
年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と
と
心
か

ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
平
素
よ
り
村
議

会
の
活
動
に
対
し
、
深
い
ご
理
解
と
力
強
い

ご
支
援
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
を
顧
み
ま
す
と
、
春
の
統
一
地
方
選

挙
に
よ
り
知
事
・
道
議
会
議
員
そ
し
て
私
ど

も
村
議
会
議
員
の
改
選
が
あ
り
、
夏
に
は
参

議
院
議
員
選
挙
と
、
十
二
年
に
一
度
と
い
わ

れ
る
選
挙
の
年
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
食

品
会
社
に
よ
る
偽
装
事
件
の
発
覚
が
相
次
ぎ
、

消
費
者
と
し
て
食
に
対
す
る
不
安
が
広
が
っ

た
一
年
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
村

内
で
は
、
交
通
死
亡
事
故
が
発
生
し
、
尊
い

命
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
ま
し
た
方
々
に
、
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈

り
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
こ
れ
以
上
悲
惨

な
交
通
事
故
の
起
こ
ら
な
い
よ
う
念
願
す
る

も
の
で
す
。

　

さ
て
、
本
村
で
は
、
平
成
十
七
年
に
設
置

さ
れ
た
「
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
」
や
、

村
職
員
で
構
成
さ
れ
る
「
行
財
政
改
革
検
討

委
員
会
」
な
ど
を
踏
ま
え
、
行
財
政
改
革
が

精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

村
の
財
政
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
村
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
費

節
減
を
し
歳
出
削
減
に
努
め
る
一
方
、
昨
年

度
は
上
下
水
道
料
、
ご
み
専
用
袋
を
始
め
と

し
た
各
種
使
用
料
・
手
数
料
の
改
定
な
ど
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
だ
け

で
は
『
財
政
基
盤
の
強
化
』
と
い
う
本
来
の

目
標
に
届
か
ず
、
『
目
的
到
達
の
見
え
な
い

行
財
政
改
革
』
に
、
村
民
皆
様
の
我
慢
と
負

担
も
す
で
に
限
界
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
察
し
て
お
り
ま
す
。

　

議
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
二
元
代
表
制

の
一
方
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
村
に
対
し
行
財

政
改
革
に
関
す
る
提
言
も
し
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
な
か
な
か
効
果
が
表
れ
な
い
の
が
実

態
で
す
。
村
民
の
皆
様
の
負
担
も
増
え
て
き

て
い
る
今
日
、
限
ら
れ
た
村
の
財
源
の
使
い

方
で
批
判
が
出
な
い
よ
う
、
行
政
の
監
視
・

け
ん
制
を
引
き
続
き
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
と

と
も
に
、
村
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
こ
と
を

常
に
自
覚
し
、
村
民
の
皆
様
の
声
を
し
っ
か

り
受
け
止
め
、
施
策
に
反
映
さ
せ
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
一
年
が
村
民
の
皆
様
に
と
っ
て
素
晴

ら
し
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り

を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。
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　知来別小学校では毎年、中国人研修生との
交流を図っており、今年は『もちつき』での
交流会を行いました。
　この日は、研修生４名が参加し、父母の方
や地域の方も協力して、たくさんの餅をつき、
様々な味付けをした餅ができあがりました。
（きなこ、あんこ、ココア、納豆、海苔など）
　でき上がった餅を皆で食し、餅つき会を終
えました。
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　猿払ライオンズクラブなどが中心となり組
織されている『歳末たすけあいチャリティー
実行委員会』主催の歳末たすけあいチャリテ
ィーパーティーが開催され、多くの来場者で
賑わいました。
　浜鬼志別小学校の児童による踊りやカラオ
ケ愛好者によるカラオケ、地元有志のバンド
演奏が披露されました。
　また、恒例のくじ引き大会では、たくさん
の景品が用意され、当選者が次々発表され、
会場内は大いに盛り上がりました。

���������	
�
　広報さるふつ12月号（№331）の７ページに掲載しま
した、『第26回猿払村少年の主張大会』で、一部、優秀
賞の方のお名前を誤って掲載をしておりました。
　このことにつきまして、お詫びを致しますとともに、
右記のとおり訂正を致します。大変、申し訳ございませ
んでした。

【誤り】

　上　林　ことみ

【訂正】

　上　林　ゆきの　
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　猿払村まちづくり会議（会長：中野祐悦）
では、『環境美化とボランティア』について
協議した内容をまとめ上げ、村長へ提言書を
渡しました。
　まちづくり会議では、「約５ヶ月間の協議
内容を行政に反映して頂きたい。」と協議経
過についても村長に伝えました。

　まちづくり会議の意見として、環境教育
としての『植樹活動』は、参加者が最も理
解しやすく取り組める活動だと考えます。
また、環境美化を目的とした『ゴミ拾い活
動』は、多くの地域住民が関わり、責任の
所在を明確にするために、活動区域設定を
細分化する必要があると考えます。
　更に、地域のためのボランティア活動は、
その地域に住む住民が自主の判断によって
活動内容を選択し、その活動によって『や
りがい』や『生きがい』を感じることがで
きることが望ましいと考えます。
　これらの考えをまとめ合わせ、『天北さ
くらロードを育てる会～環境美化とボラン
ティア活動事業～』として提言を致します
ので、本村のボランティア活動の一事業と
して、できる限り早い段階で取り組んで頂
きたいと考えております。
　なお、この活動には、アダプト・プログ
ラム制度を積極的に活用することを合わせ
て提言致します。
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　本村に植樹ボランティア活動のシンボル的
な活動場所を設け、日常生活で排出する二酸
化炭素(ＣＯ2)を吸収する木を植えることで、
地球環境に貢献することを目指します。
　また、村民のボランティアにより植樹活動
を行い管理育成することで、将来的に環境美
化に繋げることを目指します。
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　旧天北線跡地である道道沿いを、本ボラン
ティア活動場所として設定する。
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　本事業に参加していただくための条件は次
のとおりとする。
　①個人・団体・企業・学校など、誰でも参
　　加することができます。
　②参加者は、植樹と管理・清掃に係る道具
　　類を持参する必要があります。
　③参加者は、植樹を行った者を示す看板（
　　サインボード）の設置に係る費用を負担
　　する必要があります。
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　本事業の活動内容は次のとおりとする。
　①植樹する苗木の種類は、桜の苗木を基本
　　とする。
　②植樹ボランティア参加者（参加団体）を
　　募る。
　③桜苗木の植樹講習会を開催する。
　④桜苗木を植樹する場所の確保をする。
　⑤植樹に適した時季に桜苗木の植樹を行う。
　⑥活動者は、桜苗木周辺の定期的な草刈り
　　を行う。
　⑦活動者は、定期的に桜苗木の生育状況を
　　確認する。
　⑧活動者は、植樹活動場所周辺のゴミ拾い
　　などを行う。
　⑨その他、植樹活動場所周辺の環境美化に
　　関すること。
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月
１
日
に
民
生
委
員
児
童
委

12
員
の
一
斉
改
選
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

猿
払
村
で
は
、
民
生
委
員
児
童

委
員　

名
と
主
任
児
童
委
員
（
子

14

ど
も
を
専
門
に
担
当
）
２
名
の
計

　

名
（
内
、
新
任
委
員
４
名
）
が

16委
嘱
を
受
け
ま
し
た
。
任
期
は
３

年
間
で
す
。

　

何
か
心
配
ご
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
個
人
の
秘
密
は
守
り
ま
す
の

で
、
あ
な
た
の
地
区
の
民
生
委
員

児
童
委
員
に
遠
慮
な
く
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
今
回
退
任
さ
れ
た
４
名

の
方
に
は
、
福
祉
向
上
の
た
め
長

い
間
活
動
し
て
頂
き
ま
し
た
。
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

○�
岡
宏
美
さ
ん
（
鬼
志
別
南
町
）

○
岡
本
和
子
さ
ん
（
小　

石
）

○
浅
野
順
子
さ
ん
（
知
来
別
）

○
長
原
マ
リ
子
さ
ん
（
浜
猿
払
）
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保
健
福
祉
推
進
課　

福
祉
介
護
係　

電
話
▼
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―
２
０
４
０
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浜 鬼 志 別２－３７００浜 鬼 志 別�������
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浅茅野台地５－７０３４浅　茅　野�������

鬼志別南町２－３２９３鬼志別南町�������

浅　茅　野５－７３１８浅　茅　野�������

猿払・狩別４－５１１１狩　　　別�������

知　来　別３－４３２９知　来　別�������

鬼志別東町・豊里２－３４２９鬼志別東町�������

鬼志別北町２－３３５９鬼志別北町�������

浜 鬼 志 別２－３３５８浜 鬼 志 別�������

芦　　　野４－５２４１芦　　　野�������

浜　猿　払４－５１３８浜　猿　払�������

知　来　別３－４３１６知　来　別�������

鬼志別西町２－３５５１鬼志別西町�������

小　　　石２－３４７２小　　　石�������

全　　　村
２－３５２５浜 鬼 志 別�������

������
２－３４１７鬼志別東町�������
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児
童
虐
待
防
止
法
及
び
児
童
福

祉
法
の
改
正
を
受
け
て
、　

月　
11

19

日
、
関
係
機
関
が
集
ま
っ
て
『　
19

年
度
猿
払
村
要
保
護
児
童
対
策
地

域
協
議
会
代
表
者
会
議
』
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
会
議
で
は
、
村
の

虐
待
予
防
の
取
り
組
み
報
告
に
続

い
て
、
旭
川
児
童
相
談
所
稚
内
分

室
長
（
渡
辺
邦
芳
氏
）
の
講
演

『
宗
谷
管
内
の
児
童
相
談
の
状

況
』
を
聞
い
て
、
困
難
事
例
へ
の

対
応
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
必
要
性

な
ど
に
つ
い
て
研
修
し
ま
し
た
。

　

児
童
虐
待
の
未
然
防
止
と
早
期

発
見
は
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
・

教
育
な
ど
の
児
童
と
関
係
の
あ
る

機
関
や
団
体
と
と
も
に
、
地
域
住

民
一
人
ひ
と
り
の
見
守
り
の
目
が

必
要
で
す
。
も
し
、
虐
待
を
受
け

た
と
思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た

場
合
は
、 
躊
躇 
せ
ず
に
保
健
福
祉

ち
ゅ
う
ち
ょ

推
進
課
ま
で
通
告
を
お
願
い
致
し

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

①
身
体
的
虐
待
…
殴
る
、
蹴
る
、

火
傷
を
負
わ
せ
る
、
溺
れ
さ
せ
る

な
ど
。

②
性
的
虐
待
…
性
的
行
為
の
強
要

等
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ

の
被
写
体
に
す
る
な
ど
。

③
養
育
の
怠
慢
・
拒
否
（
ネ
グ
レ

イ
ト
）
…
家
に
閉
じ
込
め
る
、
食

事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に

す
る
、
自
動
車
の
中
に
放
置
す
る
、

保
護
者
以
外
の
同
居
人
の
虐
待
行

為
を
放
置
す
る
な
ど
。

④
心
理
的
虐
待
…
言
葉
に
よ
る
脅

し
、
無
視
、
兄
弟
間
の
差
別
的
扱

い
、
児
童
の
前
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
配
偶
者
か
ら

の
暴
力
）
が
行
わ
れ
る
な
ど
。
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�
�
�
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平
日
▽
保
健
福
祉
推
進
課
（
保
健

福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
）　

電
話
▽

２
―
２
０
４
０

休
日
及
び
夜
間
▽
保
健
福
祉
推
進

課
（
職
員
交
代
制
）
携
帯
電
話
▽

０
９
０
―
９
５
１
９
―
９
８
６
５ ��������	

��

▲

�
�
�
�
�
�
�
�
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村
で
は
、
高
齢
者
が
冬
期
間
に

お
い
て
も
安
心
し
て
快
適
に
生
活

が
で
き
る
よ
う
、
家
族
や
隣
近
所

等
か
ら
支
援
が
得
ら
れ
な
い
、
か

つ
自
力
で
除
雪
が
困
難
な
独
居
老

人
及
び
高
齢
者
世
帯
に
対
し
て
、

次
の
と
お
り
除
雪
サ
ー
ビ
ス
を
行

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

お
困
り
の
方
は
、
各
地
区
の
民

生
委
員
・
児
童
委
員
又
は
、
保
健

福
祉
推
進
課
福
祉
介
護
係
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

　

身
内
、
近
所
等
の
支
援
が
得
ら

れ
な
い　

歳
以
上
の
独
居
世
帯
、

65

虚
弱
高
齢
者
世
帯
で
、
低
所
得
者

（
村
民
税
非
課
税
世
帯
又
は
準
ず

る
世
帯
）
の
者

�
�
�
�
�
�

　
　

月
〜
３
月
末
、
大
雪
等
の
後

12
（
月
３
回
程
度
）

�
�
�
�
�
�

　

玄
関
と
窓
周
辺
と
屋
根

�
�
�
�
�
�

　

随
時
（　

月
か
ら
３
月
ま
で
）

12

�
�
�
�
�
�

保
健
福
祉
推
進
課
福
祉
介
護
係　

電
話
▽
２
―
２
０
４
０

�
�
�
�
�
�
�
�
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平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確
定

19

申
告
の
受
付
が
２
月　

日�
か
ら

18

始
ま
り
ま
す
。
（
還
付
申
告
の
受

付
は
、
１
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
）

　

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
は

３
月　

日�
、
消
費
税
及
び
地
方

17

消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
確
定

申
告
の
受
付
は
３
月　

日�
ま
で

31

で
す
。

　

確
定
申
告
書
は
、
『
前
年
の
申

告
書
控
え
』
や
『
確
定
申
告
の
手

引
き
』
な
ど
を
参
考
に
ご
自
分
で

作
成
し
、
お
早
め
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
書
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【http://w

w
w
.

nta.go.jp

】
の
『
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
』
で
簡
単
に
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
確
定
申
告
書
は
、
送
付
に
よ
り

提
出
で
き
ま
す
。

　

税
務
署
の
申
告
会
場
に
お
越
し

の
際
に
は
、
印
鑑
、
『
前
年
の
申

告
書
控
え
』
及
び
確
定
申
告
に
必

要
な
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
税
務
署

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

※
税
務
署
の
閉
庁
日
（
土
・
日
曜

日
・
祝
日
等
）
は
、
税
務
署
で
の

確
定
申
告
の
受
付
は
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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平
成　

年
以
降
、
景
気
対
策
の

11

た
め
に
継
続
さ
れ
て
き
た
定
率
減

税
が
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

所
得
税
の
税
率
が
次
の
よ
う
に

改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

損
害
保
険
料
控
除
が
改
組
さ
れ
、

損
害
保
険
契
約
等
に
係
る
地
震
等

�����

税率課税される所得金額

10％330万円以下

20％900万円以下

30％1,800万円以下

37％1,800万円超

�����

税率課税される所得金額

５％195万円以下

10％330万円以下

20％695万円以下

23％900万円以下

33％1,800万円以下

40％1,800万円超

損
害
部
分
の
保
険
料
等
を
支
払
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
保
険
料
等
の

金
額
の
合
計
額
（
最
高
５
万
円
）

を
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
等
か

ら
控
除
す
る
地
震
保
険
料
控
除
が

創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
ま
で
の
長
期
損
害
保

険
料
控
除
に
該
当
す
る
も
の
で
、

平
成　

年　

月　

日
ま
で
に
契
約

18

12

31

を
締
結
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

従
来
と
同
様
の
計
算
に
よ
る
金
額

（
最
高
１
万
５
千
円
）
を
控
除
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
税
務
署

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

�
�
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�
�
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�
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平
成　

年
分
の
『
給
与
所
得
の

19

源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
』
及

び
『
同
合
計
表
』
の
提
出
は
所
轄

税
務
署
長
へ
、
『
給
与
支
払
報
告

書
』
、
『
同
総
括
表
』
及
び
『
退

職
所
得
の
特
別
徴
収
票
』
な
ど
の

提
出
は
受
給
者
の
住
所
地
の
市
町

村
長
へ
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
期
限
は
、

平
成　

年
１
月　

日�
で
す
。

20

31

�
�
�
�
�
�

法
定
調
書
関
係
は
最
寄
の
税
務
署

（
資
料
情
報
担
当
）
※
給
与
支
払

報
告
書
関
係
は
、
総
務
課
税
務
係

電
話
▽
２
―
３
１
３
１

　
　

月
１
日
か
ら
、
フ
リ
ー
ダ
イ

12
ヤ
ル
で
停
電
情
報
を
お
知
ら
せ
す

る
『
ほ
く
で
ん
停
電
情
報
サ
ー
ビ

ス
』
を
開
始
い
た
し
ま
す
の
で
、

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

旭
川
支
店
管
内
※
で
停
電
が
発

生
し
た
際
は
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

へ
お
掛
け
い
た
だ
き
ま
す
と
、
無

料
で
現
在
の
停
電
地
域
な
ど
の
情

報
を
お
聴
き
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
停
電
発
生
時
に
は
、

全
力
を
挙
げ
て
早
期
復
旧
に
当
た

る
と
と
も
に
、
速
や
か
な
情
報
提

供
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
��

��

０
１
２
０
―
２
３
５
―
１
２
１

※
旭
川
市
、
留
萌
市
、
稚
内
市
、

名
寄
市
、
士
別
市
、
深
川
市
、
富

良
野
市
の
ほ
か
、
留
萌
・
宗
谷
・

上
川
支
庁
管
内
の
町
村
（
上
川
支

庁
の
占
冠
村
を
除
く
）
、
妹
背
牛

町
、
秩
父
別
町
、
北
竜
町
、
沼
田

町
、
幌
加
内
町
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　13:00～猿払村交流センター

�
�

���������	

��������
　13:00～村営スキー場

�
�

���������	
��

　終日～村営スキー場

�
�

���������	
��

　終日～村営スキー場
������
　13:00～猿払村交流センター

�
�

�������
�
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
��������
　14:00～国民健康保険病院

�
�

���������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

��������	
��
��
�

���������	
�
��������	�
�
��������	

��
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
��������
　14:00～国民健康保険病院
����������
�15:30～農村環境改善センター

��
�

��������
�10:10～知来別方面

��
�

��������
�10:10～鬼志別小・芦野小
���������	
�	���
�18:30～村営スキー場
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�

��������	
�
��������
�９:00～猿払村交流センター

��
�

���������	
�	���
�18:30～村営スキー場

��
�

�����������	
�
�14:00～国民健康保険病院
���������	
�	���
�18:30～村営スキー場

��
�

��������
�10:00～浅茅野方面
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　図書室については、過去に『生活改善センター』の
一室に開設しておりましたが、本の購入や寄贈など
により蔵書冊数が増え、陳列スペースや陳列してい
ない本を保存する場所（＝書庫）が手狭となってき
たこともあり、昭和59年度に建設された、図書室も併
設した農村環境改善センター（現在の場所）に移設
した経緯があります。
　しかしながら、現在の図書室も室内の広さや陳列
スペースも少し手狭になってきており、必ずしも利
用しやすい場所とは言えませんが、図書室隣に本や
映像資料の閲覧コーナーを設けるなどの工夫をして
おります。
　ご意見としていただいた『坂の下』の公共施設へ
の移設にあっては、図書室には陳列・閲覧コーナー
以外にも陳列していない本を保管する書庫も必要と
なりますことから、図書室を運営するための『広
さ』を総合的に判断すると、利便性の課題は残りま
すが、現時点での別施設への移設は困難であると考
えており、現在の場所において、陳列している本や書
架（陳列棚）を整理することにより、少しでも利用し
やすいような閲覧コーナーの拡充を考えていきたい
と思います。
　また、図書室の開放日や時間については、過去にも
同様の意見をいただいており、開放日の変更や開放
時間の延長等も検討しましたが、図書室の運営体制
の確保と経費の関係から現在のままとなっているの
が現状であります。
　なお、図書室の開放日や開放時間と利用形態が合
わない場合、利用方法の一つとして、月３回、各地域
を巡回しております移動図書館車『なかよし号』に
て、ご自宅または職場の休憩時間やお昼休み等合わ
せてお伺いすることが可能な場合もありますので、
教育委員会社会教育係（電話：２－３０１１）へご
相談いただければと思います。
　図書室の運営に関しては、決して「利用者が少な
いから、限られているから」と諦めているわけでは
ありませんので、その点は誤解されないようご理解
願います。
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　生ゴミの袋…15�、10�、５�とあります
が、私の家族は３人で、月曜・木曜のゴミの
日までに５�の生ゴミはたまりません。夏
はすぐに臭くなるので、袋にたまる前に捨て
ます。お金も袋も、もったいなく感じます。
　私のところは３人ですけど、２人又は１人
の家の方もいると思います。
　生ゴミ袋の１�、２�を作ってください。

��������	
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��������	
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　分別開始当初の袋の容量換算については、
南宗谷衛生施設組合構成町村住民の１人が、
１日当たり239ｇのごみ量を、週に２回排出
するものとして算出し、おおよそ１人世帯
用、一般世帯用、事業所用として３種類の袋
の大きさを決めました。
　開始後一定期間が経過し、袋の形状、厚さ
も改良してきましたが、今回のご意見も南
宗谷衛生施設組合に申し入れをいたしまし
た。
　現在、製造コストや販売単価等を調査し、
ご要望にそえるよう検討していますので、
しばらくの間はご不便でも、現行の袋をお
使いいただくようお願いいたします。
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　猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町（歌
登含む）の構成町村で組織され、『廃棄物
焼却処理施設』と『汚泥再生処理施設』を維
持管理、運営して、皆さんの家庭などから排
出される様々なごみなどを処理しています。
　現在、浜頓別町にある処理施設は、平成14
年12月から本稼動が開始されています。

　今年の夏から猿払住民になりました。生
活も落ち着き、図書室を数回利用しています
が、あの坂を上るたびに何と大変な所にある
のかと、歩くか自転車しかない人間にとって、
子ども達にとっても優しくないなと、つくづ
く思います。
　それに、日曜日は休みで、日曜日しか休み
のない人には無理です。これでは、仕事をし
ていない車の運転をできる人しか利用はで
きないですね。
　先日、たまたま土曜日に仕事が休みだった
ので行きましたが、子ども達が数人いて（何
かの集まりで来ていたのか？）床にお尻を
落として本を見ていました。
　真ん中に、もう少し広めな机とイスがあれ
ばなと思いました。
　利用者が少ないからこれで良いのか、限ら
れた人しか利用しないからこれで良いのか、
皆さんあきらめているんでしょうか？
　私は、足があるんだから歩けば良いんだと
思いつつ、せめて下の公共施設のどこかの片
すみにでもあればと思うのは、私のわがまま
なのでしょうか？
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107 359 184 175 知来別

197 591 299 292 浜鬼志別

68 171 78 93 浜猿払

46 98 55 43 浅茅野

43 166 84 82 浅茅野
台　地

39 63 37 26 小　石

112 256 134 122 鬼志別
(東町)

185 444 224 220 鬼志別
(西町)

117 245 126 119 鬼志別
(南町)

126 238 122 116 鬼志別
(北町)

7 18 7 11 豊　里

44 135 67 68 芦　野

26 58 33 25 猿　払

11 43 20 23 狩　別

1,128 
（－3）

2,885 
（－5）

1,470 
（－3）

1,415 
（－2）��
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★
男
性　

名
、
女
性　

名
、
計　

34

28

62

名
（
掲
載
順
に
つ
い
て
は
順
不
同

で
す
。
）
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鬼志別小学校文化教養部　鬼志別小学校文化教養部
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　鬼志別小学校ＰＴＡ文化教養部
では、庄崎裕史先生（浅茅野小学校
長）を講師に招き、『しめ飾りづ
くり』を行いました。
　参加した父母や子ども達は、初め
てのしめ飾りづくりとあって、イメ
ージどおりに作業が進まず、悪戦苦
闘の場面も多々ありました。
　しかし、庄崎先生の分かりやすい
指導で、参加者全員のしめ飾りが見
事完成することができました。
　参加者は、手づくりのしめ飾りで
新年を迎えます。 ▲鬼志別小学校で行われたしめ飾りづくりの様子
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　新年明けましておめでとうございます。
　今年は、子年でありますね。十二支の
　中で第１番目に数えられる子年には、

俗説として、神が十二支の動物を決める際、家
の門の前に来た順番に決めることにしました。
牛は動きが遅いからと真っ先に出かけ、一番に
門の前に着きました。しかし、門が開けられる
時、牛の頭の上に乗っていた鼠が牛の前に飛び
出したので、鼠が一番になったということです。
また、「漢字」によりますと「子」は、新しい
生命が種子の中に萌（きざ）し始める状態を表
しているそうです。皆様や村にとっても良い萌
しが生まれるよう、協働まちづくり推進課職員
一同頑張って参ります。
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